
【参考】石綿事前調査・結果報告の要否、調査者に関するイメージ図

建 築 物
（建築設備を含む）

１ ：反応槽
２ ：加熱炉
３ ：ボイラー及び圧力容器
４ ：配管設備
５ ：焼却設備
７ ：貯蔵設備
８ ：発電設備
９ ：変電設備
10：配電設備
11：送電設備

６ ：煙突
12：トンネルの天井板
13：プラットホームの上家
14：遮音壁
15：軽量盛土保護パネル
16：鉄道の駅の地下式
構造部分の壁及び
天井板

17：観光用エレベーターの
昇降路の囲い

（17は令和５年10月～）

特定工作物以外
の工作物

すべての建築物等の解体等工事において事前調査が必要（大防法：平成26年６月～）
★石綿有無に関わらず事前調査結果の記録の作成・保存・写しの現場備え置き、掲示、発注者への書面説明が必要 ★石綿含有建材の除去等工事においては、作業計画の作成、作業基準等の遵守義務
★吹付け材（仕上塗材を除く）、断熱材、保温材及び耐火被覆材の除去等工事においては、作業実施届出が必要 ★石綿除去等作業後は、除去の確認及び発注者への報告、記録の保存が必要

一定規模以上の
建築物、特定工
作物に係る解体
等工事において、
事前調査結果の
報告が必要
（令和４年４月～）

建築物石綿含有
建材調査者等に
よる調査が必要
（令和５年10月～）

工作物石綿事前
調査者による調
査が必要
（令和８年１月～）

建築物石綿含有建材調査者等
又は工作物石綿事前調査者に
よる調査が必要
（令和８年１月～）

・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等建築石綿含有建材調査者
（建築物のうち一戸建て住宅や共同
住宅の住戸の内部のみ）
・これらの者と同等以上の能力を有す
ると認められる者（義務付け適用より
前に（一社）日本アスベスト調査診断
協会に登録されている者）

建築物石綿含有建材
調査者等

【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事（解体
作業対象の床面積の合
計80平方メートル以上）
・建築物の改修工事（請負
代金の合計額100万円以
上（税込））
・工作物の解体・改修工事
（請負代金の合計額100

万円以上（税込））

特 定 工 作 物
※番号は、「特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が
定める工作物」（令和2年10月環境省告示第77号）の号番号

（広島県東部厚生環境事務所）

塗料の剥離のほか、モ
ルタル及びコンクリート
補修材（シーリング材、
パテ、接着剤等）の除
去等が含まれる

塗料その他の
石綿等が使用さ
れているおそれ
がある材料の
除去等の作業

※建築設備
建築物に設けるガス若しくは電機の供
給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙
又は汚水処理の設備等に該当するもの


